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高
齢
者
無
料
バ
ス
乗
車
証
の
更
新
手
続
き

　

市
で
は
、
満　

歳
以
上
の
方
々
に

70

宮
城
交
通
バ
ス
お
よ
び
宮
交
仙
南
バ

ス
の
無
料
乗
車
証
を
交
付
し
て
い
ま

す
が
、
平
成　

年
度
も
利
用
さ
れ
る

14

方
は
更
新
の
手
続
き
が
必
要
で
す
。

○
更
新
手
続
き
に
必
要
な
も
の

・
印
鑑

・
現
在
ご
使
用
の
乗
車
証
（
黄
緑
色
）

※
左
記
指
定
の
日
に
手
続
き
で
き
な

か
っ
た
方
で
、
白
石
・
福
岡
・
大
平

地
区
の
方
は
福
祉
事
務
所
お
よ
び
市

役
所
福
祉
総
合
窓
口
（
市
民
課
）、
そ

の
ほ
か
の
地
区
の
方
は
各
事
務
連
絡

所
で
随
時
受
け
付
け
し
ま
す
。

○
新
し
い
乗
車
証
の
利
用
期
間

　

乗
車
証
を
交
付
さ
れ
た
日
か
ら
平

成　

年
３
月　

日
ま
で

15

31

◎
平
成　

年
度
中
（
平
成　

年
４
月

14

14

以
降
）
に
満　

歳
に
な
ら
れ
る
方
も

70

誕
生
日
以
降
に
随
時
申
請
で
き
ま
す
。

◯問
 

福
祉
事
務
所
長
寿
福
祉
係

　

�
２
２－

１
４
０
０

廃
車
手
続
き
は

３
月
中
に
！

　

軽
自
動
車
、
原
付
バ
イ
ク
や
農
機

具
な
ど
は
、
４
月
１
日
現
在
の
名
義

の
方
に
１
年
分
の
軽
自
動
車
税
が
賦

課
さ
れ
ま
す
。（
普
通
自
動
車
の
よ

う
に
、
月
割
り
で
課
税
さ
れ
た
り
還

付
さ
れ
た
り
す
る
こ
と
は
あ
り
ま
せ

ん
）

　

「
廃
車
」
や
「
名
義
変
更
」
の
手
続

き
が
必
要
な
場
合
は
、
３
月
中
に
手

続
き
を
済
ま
せ
れ
ば
、
軽
自
動
車
な

ど
を
所
有
し
て
い
な
い
こ
と
に
な
り
、

軽
自
動
車
税
は
賦
課
さ
れ
ま
せ
ん
。

◯問
 

原
付
バ
イ
ク
・
農
機
具
な
ど

　

市
役
所
税
務
課
総
務
係

　

�
２
２－

１
３
１
３

◯問
 

軽
自
動
車
・
軽
二
輪
車
な
ど

　

宮
城
県
軽
自
動
車
協
会　

　

�
０
２
２－

２
３
２－

５
７
２
４

◯問
 

二
輪
小
型
自
動
車

　

東
北
運
輸
局
宮
城
陸
運
支
局

　

�
０
２
２－

２
３
５－

２
５
１
１

バス乗車証の更新手続き日程

実 施 場 所月　　日

白川事務連絡所３月７日 (木)

小原事務連絡所８日 (金)

越河事務連絡所11日 (月)

福 岡 公 民 館12日 (火)

大 平 公 民 館13日 (水)

大鷹沢事務連絡所14日 (木)

斎川事務連絡所15日 (金)

市役所第３会議室
（３階）

18日 (月)
19日 (火)

※時間は全会場
　午前９時～午後３時です。

 
そ
こ
が
知
り
た
い
老
人
保
健

Ｑ
1.

入
院
し
た
際
、
自
己
負
担
金
が

軽
減
さ
れ
る
制
度
は
な
い
の
で
し
ょ

う
か
。

Ａ.

住
民
税
非
課
税
世
帯
等
の
方
が

入
院
し
た
場
合
、
申
請
に
よ
り
一
部

負
担
金
（
医
療
費
の
自
己
負
担
金
）

と
標
準
負
担
額
（
食
事
療
養
費
の
自

己
負
担
額
）
が
減
額
さ
れ
ま
す
。

　

減
額
を
受
け
る
に
は
、
市
保
険
課

で
交
付
す
る
「
認
定
証
」
が
必
要
で

す
。

　

な
お
、
認
定
日
（
減
額
が
該
当
す

る
日
）
は
、
申
請
い
た
だ
い
た
月
の

初
日
に
な
り
ま
す
の
で
、
該
当
す
る

方
は
速
や
か
に
申
請
し
て
く
だ
さ

い
。

　

該
当
の
有
無
な
ど
、
不
明
な
点
が

あ
り
ま
し
た
ら
お
気
軽
に
お
問
い
合

わ
せ
く
だ
さ
い
。

《
認
定
申
請
に
必
要
な
も
の
》

・
老
人
医
療
受
給
者
証
・
保
険
証

・
印
鑑

Ｑ
2.

老
人
保
健
で
高
額
医
療
費
が

該
当
す
る
の
は
、
ど
ん
な
と
き
で
す

か
。

Ａ.

同
じ
世
帯
で
、
同
じ
月
内
に
複

数
の
高
齢
者
の
方
が
入
院
し
た
場
合

や
、
同
じ
月
内
に
１
人
の
方
が
２
つ

以
上
の
医
療
機
関
に
入
院
し
、
一
部

負
担
金
が
そ
れ
ぞ
れ
３
０
、
０
０
０

円
（
住
民
税
非
課
税
世
帯
等
の
方
は

２
１
、
０
０
０
円
）
を
超
え
た
場
合

に
該
当
し
ま
す
。

　

支
給
額
は
、
一
部
負
担
金
を
合
算

し
た
額
か
ら
１
カ
月
当
た
り
の
世
帯

限
度
額
３
７
、
２
０
０
円
（
住
民
税

非
課
税
世
帯
等
は
２
４
、
６
０
０

円
）
を
差
し
引
い
た
額
と
な
り
ま
す
。

　

な
お
、
外
来
、
差
額
ベ
ッ
ト
料
、

入
院
時
の
食
事
代
は
対
象
外
で
す
。

◯問
 

保
険
課
老
人
保
健
係

　

�
２
２

－

１
３
６
１

―
老
人
保
健
の
各
種
減
額
制
度
等
に
つ
い
て

―

入院時食事一部負担額
(１日当たりの負担額)

入院時一部負担金
(１カ月の上限)

対　　象

　 ７８０円／日３７，２００円一 般 の 方

・９０日までの入院
　　　６５０円／日

２４，６００円
住民税非課税

世帯等の方 ・９０日を超える入院
　　（過去１２カ月に）
　　　５００円／日

◎入院時一部負担金等の上限について
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『
た
し
か
め
て
。

　

火
を
消
し
て
か
ら　

次
の
こ
と
』

　

こ
れ
か
ら
春
先
に
か
け
て
は
、
空

気
が
乾
燥
し
、
風
の
強
い
日
も
多
い

こ
と
か
ら
、
１
年
の
中
で
最
も
火
災

の
起
こ
り
や
す
い
季
節
と
な
り
ま
す
。

○
た
き
火
を
す
る
と
き
は
、
水
バ
ケ

　

ツ
や
消
火
器
を
準
備
し
、
確
実
に

　

消
火
し
ま
し
ょ
う
。

○
た
ば
こ
の
投
げ
捨
て
も
絶
対
に
し

　

な
い
で
く
だ
さ
い
。

　

各
家
庭
に
お
い
て
も
、
石
油
ス

ト
ー
ブ
や
ガ
ス
コ
ン
ロ
の
点
検
を
行

う
と
と
も
に
、
周
囲
に
燃
え
や
す
い

物
は
な
い
か
、
消
火
器
の
あ
る
場
所

や
使
用
方
法
な
ど
を
確
認
し
、
地
域

ぐ
る
み
で
火
災
発
生
の
防
止
に
努
め

て
い
た
だ
き
た
い
と
思
い
ま
す
。

　

消
防
署
で
は
、
消
火
訓
練
や
防
火

講
習
会
お
よ
び
救
急
講
習
会
を
随
時

受
け
付
け
て
い
ま
す
。
気
軽
に
電
話

し
て
く
だ
さ
い
。

◯問
 

白
石
消
防
署
�
２
５－

２
２
５
９

３
月
１
日
〜
７
日
は

春
の
火
災
予
防
運
動
週
間
で
す
！

人
権
擁
護
委
員
の

委
嘱
に
つ
い
て

　

平
成　

年
２
月
１
日
付
け
を
も
っ

14

て
、
法
務
大
臣
よ
り
次
の
方
が
人
権

擁
護
委
員
に
委
嘱
さ
れ
ま
し
た
。

●
清
原
正
司
さ
ん

（
不
澄
ヶ
池
１
２
１
番
地
６
）

●
柴
谷
信
子
さ
ん（
沢
端
町
２
番　

）
23

　

主
な
仕
事
は
、
皆
さ
ん
の
人
権
が

侵
さ
れ
な
い
よ
う
に
た
え
ず
見
守
り
、

も
し
人
権
が
侵
さ
れ
た
り
、
侵
さ
れ

よ
う
と
し
て
い
る
場
合
に
は
、
相
談

相
手
に
な
っ
て
そ
の
救
済
を
図
る
こ

と
を
使
命
と
し
て
い
ま
す
。

　

相
談
は
無
料
で
、
相
談
さ
れ
た
こ

と
は
一
切
秘
密
に
扱
わ
れ
ま
す
。

◯問
 

生
活
環
境
課
�
２
２－

１
３
１
４

郵
便
局
か
ら

転
居
届
は
忘
れ
ず
に
！

　

就
職
や
進
学
な
ど
で
異
動
の
多
く

な
る
時
期
と
な
り
ま
し
た
。

　

郵
便
局
で
は
、
転
居
届
を
出
し
て

い
た
だ
く
と
、
旧
住
所
あ
て
の
郵
便

物
を
新
住
所
へ
１
年
間
転
送
す
る
サ

ー
ビ
ス
を
行
っ
て
い
ま
す
。

　

公
共
料
金
の
異
動
の
手
続
き
な
ど

と
一
緒
に
、
転
居
届
も
お
出
し
い
た

だ
け
る
よ
う
お
願
い
し
ま
す
。

　

転
居
届
は
郵
便
局
窓
口
お
よ
び
市

役
所
市
民
課
に
備
え
付
け
て
あ
り
ま

す
の
で
、
記
入
後
は
そ
の
ま
ま
ポ
ス

ト
へ
投
か
ん
し
て
く
だ
さ
い
。

◯問
 

白
石
郵
便
局
郵
便
課

　

�
２
５－

２
７
４
３

■
国
民
年
金
保
険
料
納
付
書
は

　

国
が
発
行

　

平
成　

年
４
月
よ
り
、
国
民
年
金

14

保
険
料
の
納
付
書
は
国
（
社
会
保
険

庁
）
が
発
行
し
、
被
保
険
者
に
直
接

送
付
さ
れ
る
こ
と
に
な
り
ま
し
た
。

　

な
お
、
納
付
書
作
成
基
準
日
が
２

月
末
と
な
る
こ
と
か
ら
、
基
準
日
以

降
に
厚
生
年
金
な
ど
に
加
入
し
た
場

合
で
も
納
付
書
が
送
付
さ
れ
る
こ
と

が
あ
り
ま
す
の
で
、
不
明
な
点
に
つ

い
て
は
、
社
会
保
険
事
務
局
大
河
原

事
務
所
ま
た
は
国
民
年
金
係
で
確
認

し
て
く
だ
さ
い
。

　

市
町
村
の
納
付
書
ま
た
は
未
納
通

知
書
で
納
め
ら
れ
る
の
は
、
４
月　
30

日
ま
で
と
な
り
ま
す
。

■
免
除
制
度
が
変
わ
り
ま
す

　

保
険
料
の
免
除
申
請
は
、
こ
れ
ま

で
と
同
様
に
窓
口
で
手
続
き
で
き
ま

す
。

 
《
免
除
基
準
》 
‥
‥
本
人
お
よ
び
配

偶
者
・
世
帯
主
の
所
得
が
基
準
と
な

り
、
無
申
告
の
場
合
に
は
申
請
で
き

な
く
な
り
ま
す
。

　

ま
た
、
特
別
の
事
情
が
あ
る
場
合

で
も
所
得
額
に
よ
り
判
断
さ
れ
ま
す
。

 
《
半
額
免
除
》 
‥
‥
所
得
が
一
定
額

以
下
の
場
合
に
は
、
全
額
免
除
ま
た

は
半
額
免
除
の
選
択
が
で
き
ま
す
。

　

昨
年
に
全
額
免
除
を
受
け
た
方
で

も
、
一
定
額
以
上
で
基
準
に
該
当
し

た
場
合
に
は
、
半
額
免
除
し
か
受
け

ら
れ
な
く
な
り
ま
す
。

　

半
額
免
除
が
承
認
さ
れ
た
場
合
に

は
、
半
額
の
納
付
書
が
社
会
保
険
事

務
局
か
ら
送
付
さ
れ
ま
す
が
、
納
付

し
な
い
と
未
納
期
間
と
な
り
ま
す
。

■
学
生
特
例
の
範
囲
拡
大

　

４
月
か
ら
学
生
・
生
徒
の
適
用
範

囲
が
改
め
ら
れ
、
新
た
に
夜
間
部
、

定
時
制
課
程
お
よ
び
通
信
制
課
程
に

在
学
す
る
学
生
な
ど
も
特
例
の
対
象

と
な
り
ま
す
。

◯問
 

市
民
課
国
民
年
金
係

　

�
２
２－

１
３
１
２

４
月
１
日
か
ら

「
国
民
年
金
」
こ
こ
が
変
わ
り
ま
す

　

固
定
資
産
税
の
課
税
前
に
、
課
税

資
産
の
内
容
を
確
認
で
き
る
機
会
で

す
。（
無
料
）

●
期
間　

４
月
１
日
�
〜
４
月　

日
22

�
の
土
・
日
曜
日
を
除
く
午
前
８
時

　

分
〜
午
後
５
時　

分

30

15

●
場
所　

税
務
課
（
市
役
所
１
階
）

●
縦
覧
で
き
る
方

①
平
成　

年
１
月
１
日
現
在
の
固
定

14

資
産
の
所
有
者
・
納
税
義
務
者

②
所
有
者
・
納
税
義
務
者
と
同
居
し

て
い
る
親
族

③
所
有
者
・
納
税
義
務
者
か
ら
の
委

任
状
な
ど
を
持
参
し
た
方

④
納
税
管
理
人

⑤
法
人
の
印
鑑
ま
た
は
法
人
か
ら
の

委
任
状
な
ど
を
持
参
し
た
方

※
い
ず
れ
の
場
合
も
窓
口
に
来
ら
れ

る
方
は
本
人
確
認
の
た
め
、
免
許
証
、

保
険
証
な
ど
の
身
分
を
証
明
で
き
る

も
の
、
も
し
く
は
昨
年
の
納
税
通
知

書
を
持
参
し
て
く
だ
さ
い
。

※
特
に
昨
年
、
相
続
、
贈
与
、
売
買
、

家
屋
の
新
増
築
、
取
り
壊
し
の
あ
っ

た
方
、
土
地
の
利
用
状
況
が
変
わ
っ

た
方
は
、
課
税
台
帳
を
縦
覧
の
う
え

確
認
し
て
く
だ
さ
い
。

固
定
資
産
税
係
か
ら
の
お
願
い

①
次
の
よ
う
な
場
合
は
届
け
出
を
お

願
い
し
ま
す
。

○
家
屋
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
取
り

壊
し
た
場
合
（
家
屋
取
壊
し
届
）

○
登
記
さ
れ
て
い
な
い
家
屋
の
所
有

者
が
変
わ
っ
た
場
合
（
未
登
記
家
屋

所
有
者
変
更
届
）

○
所
有
者
の
方
が
亡
く
な
っ
た
場
合

（
相
続
人
代
表
者
届
出
書
）

②
家
屋
調
査
に
ご
協
力
を

　

家
屋
を
新
増
築
さ
れ
た
場
合
、
評

価
の
た
め
家
屋
調
査
を
行
い
ま
す
の

で
、
ご
協
力
よ
ろ
し
く
お
願
い
し
ま

す
。

◯問
 

税
務
課
固
定
資
産
税
係

　

�
２
２－

１
３
１
３

固
定
資
産
課
税
台
帳
が
縦
覧
で
き
ま
す


